
１.給水工事申込件数
（単位：件）

新 設 増 設 変 更 撤 去 合 計

2,027 440 645 278 3,390

2,659 405 636 252 3,952

3,212 416 697 245 4,570

3,036 427 747 362 4,572

4月 170 25 46 37 278

5月 139 24 78 13 254

6月 181 28 64 31 304

7月 202 21 69 18 310

26 8月 134 23 52 10 219

年 9月 189 29 50 26 294

度 10月 241 31 66 13 351

11月 279 23 57 25 384

12月 191 17 37 29 274

1月 178 22 53 44 297

2月 185 24 63 16 288

月 300 28 74 32 434

2,389 295 709 294 3,687

25年度

合 計

Ⅳ　給水工事申込件数及び修繕状況

区 分

22年度

23年度

24年度
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受付件数 一次出動 直営処理 委託業者発注 直接業者発注 受付件数 一次出動 直営処理 委託業者発注 直接業者発注 受付件数 一次出動 直営処理 委託業者発注 直接業者発注

4月 155 155 118 37 0 55 55 43 12 0 210 210 161 49 0

5月 155 155 122 33 0 62 62 42 20 0 217 217 164 53 0

6月 206 206 155 51 0 49 49 32 17 0 255 255 187 68 0

7月 187 187 130 57 0 53 53 35 18 0 240 240 165 75 0

8月 183 183 128 55 0 54 54 37 17 0 237 237 165 72 0

9月 173 173 110 63 0 55 55 40 15 0 228 228 150 78 0

10月 257 257 172 85 0 49 49 33 16 0 306 306 205 101 0

11月 166 166 111 55 0 45 45 36 9 0 211 211 147 64 0

12月 78 78 40 38 0 40 40 25 15 0 118 118 65 53 0

1月 87 87 38 49 0 29 29 24 5 0 116 116 62 54 0

2月 55 55 31 24 0 19 19 12 7 0 74 74 43 31 0

3月 96 96 45 51 0 24 24 15 9 0 120 120 60 60 0

計 1,798 1,798 1,200 598 0 534 534 374 160 0 2,332 2,332 1,574 758 0

2,435 2,435 1,892 543 0 707 707 453 249 0 3,142 3,142 2,394 748 0

2,616 2,616 1,760 856 0 702 702 453 249 0 3,318 3,318 2,213 1,105 0

2,960 2,960 2,005 955 0 828 828 541 287 0 3,788 3,788 2,546 1,242 0

3,098 3,098 2,130 968 0 867 867 545 322 0 3,965 3,965 2,675 1,290 022年度
※総受付件数2,332件すべて一次出動しており、直接業者発注件数0件となり、一次出動率100%となる。

   （平成25年度100%、平成24年度100％、平成23年度100%、平成22年度100%）
※直接業者発注の欄は、受付後直接業者が出動し処理したもので、委託処理件数に含む。

26

年

度

25年度

24年度

23年度

２.水道修繕　

（１）受付処理状況 単位：（件）

区 分
平 常 勤 務 時 保安待機時（土、日祝日、夜間） 合 計

－
 7

4
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単位（件）

配水本管 配水支管 給水装置 給水装置 そ の 他

４月 8 8 26 74 6 88 210

５月 3 3 26 100 7 78 217

６月 6 3 44 108 8 86 255

７月 6 7 55 79 11 82 240

８月 7 4 41 95 4 86 237

９月 5 8 47 89 8 71 228

１０月 3 19 79 116 6 83 306

１１月 3 8 47 89 5 59 211

１２月 5 9 33 29 2 40 118

１月 2 4 31 32 3 44 116

２月 4 1 23 9 2 35 74

３月 5 7 30 25 2 51 120

57 81 482 845 64

34.4% 100.0%比 率 ( ％ ） 26.6% 39.0%

26

年

度

計

2,332
合 計 620 909

（２）処理結果　(漏水区分、管区分別）

区 分
メ ー タ ー 1 次 側 漏 水 メーター2次側漏水

漏水なし 合 計

803
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１．主要工事
工 事 場 所 工 事 内 容 当 初 契 約 額

円 年 月 日 ～ 年 月 日

南 郷 二 丁 目 ほ か 配水管布設替工事 15,481,800 26.5.23 ～ 26.10.31

日 吉 台 三 丁 目 ほ か 配水管布設替工事 71,585,640 26.6.6 ～ 27.3.18

水 明 一 丁 目 給水管布設替工事（１工区） 26,615,520 26.6.6 ～ 27.3.18

水 明 一 丁 目 給水管布設替工事（２工区） 18,692,640 26.6.6 ～ 27.2.20

湖 青 一 丁 目 給水管布設替工事 11,184,480 26.6.20 ～ 26.11.14

日 吉 台 二 丁 目 配水管布設替工事 30,221,640 26.6.20 ～ 27.3.17

葛 川 坂 下 町 配水管布設工事 31,217,400 26.6.20 ～ 26.12.26

千 町 二 丁 目 ほ か 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 17,431,200 26.7.1 ～ 26.9.26

葛 川 木 戸 口 町 配水管布設工事 40,855,320 26.7.11 ～ 27.1.30

朝 日 一 丁 目 給水管布設工事に伴う舗装復旧工事 14,011,920 26.7.18 ～ 26.9.30

南 小 松 ほ か 小松の森加圧電気設備工事 33,440,040 26.7.23 ～ 27.3.6

葛 川 坂 下 町 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 32,384,880 26.7.23 ～ 26.12.19

和 邇 北 浜 ほ か 住吉低区配水池電気設備改良工事 38,001,312 26.7.23 ～ 27.3.18

浜 大 津 二 丁 目 配水管布設替工事 14,778,720 26.7.28 ～ 27.1.30

木 下 町 ほ か 配水管布設替工事 29,616,840 26.7.28 ～ 27.1.30

長 等 二 丁 目 ほ か 配水管布設替工事 31,806,000 26.7.28 ～ 27.2.25

葛 川 中 村 町 ほ か 配水管布設工事 87,804,000 26.7.28 ～ 27.1.30

南 小 松 小松の森加圧施設建築工事 13,585,320 26.7.29 ～ 27.3.6

清 風 町 給水管布設工事に伴う舗装復旧工事 17,098,560 26.7.29 ～ 26.10.17

鏡 が 浜 配水管布設替工事 50,483,520 26.8.5 ～ 27.3.30

真 野 一 丁 目 配水管布設工事 17,165,520 26.8.5 ～ 26.11.28

木 戸 配水管布設替工事 25,536,600 26.8.5 ～ 27.2.27

葛 川 坊 村 町 ほ か 配水管布設工事 39,694,320 26.8.5 ～ 27.3.6

南 小 松 送配水管布設工事 40,051,800 26.8.26 ～ 27.3.31

真 野 四 丁 目 ほ か 浄水場沈殿池設備等分解整備工事 15,660,000 26.8.29 ～ 26.12.19

葛 川 坂 下 町 坂下減圧施設築造工事 44,859,960 26.9.2 ～ 27.10.30

日 吉 台 二 丁 目 ほ か 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 24,170,400 26.10.7 ～ 27.1.30

北 比 良 配水管布設工事 10,029,960 26.10.7 ～ 27.3.6

三 井 寺 町 配水管布設工事 63,468,360 26.10.10 ～ 27.5.29

一 里 山 六 丁 目 一里山配水池場内配管修繕工事 34,164,720 26.10.10 ～ 27.3.31

南 郷 二 丁 目 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 11,276,280 26.10.15 ～ 27.2.13

小 野 ほ か 配水管布設工事 63,175,680 26.10.24 ～ 27.3.18

膳 所 二 丁 目 ほ か 送水管布設替工事 20,185,200 26.10.28 ～ 27.3.18

比 叡 平 一 丁 目 配水管布設替工事 16,947,360 26.10.28 ～ 27.3.18

萱 野 浦 急速ろ過池ろ層更新工事 12,547,440 26.11.14 ～ 27.3.18

京 町 一 丁 目 ほ か 電線共同溝工事に伴う配水管移設工事 15,881,400 26.12.5 ～ 27.3.31

石 山 内 畑 町 ほ か 加圧ポンプ場電気設備改良工事 10,101,240 26.12.16 ～ 27.2.27

葛 川 坂 下 町 坂下減圧弁室電気設備工事 17,172,000 26.12.16 ～ 27.10.30

木 戸 木戸取水場電気設備改良工事 18,669,960 26.12.16 ～ 27.3.18

本 宮 二 丁 目 配水管布設替工事 11,113,200 26.12.16 ～ 27.3.18

南 小 松 配水管布設工事に伴う舗装復旧工事 15,728,040 26.12.19 ～ 27.3.18

本 丸 町 膳所浄水場排水処理設備改修工事 161,003,160 27.1.30 ～ 28.2.29

本 堅 田 六 丁 目 土地区画整理事業に伴う配水管布設工事（６－１３４） 30,014,280 27.3.20 ～ 27.9.30

Ⅴ 主  要  工  事  状  況

工 期
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２.「結
ゆ い

の湖
こ

都
と

・水道ビジョン」（大津市水道ビジョン・重点実行計画） 

  

安全で安定した水道水を市民の皆様にお使いいただくため、次代の水道のあるべき姿（将来像）

を、「大津市水道ビジョン」として平成２０年３月に策定し、平成２０年度から事業を推進してい

ます。その実現のため、平成２０年度から平成２７年度までの８年間の拡張事業や改良事業等の

主要施策を重点実行計画として示しています。 

このビジョンに基づき、平成２０年度に大津市上水道第８次拡張事業の変更を行いました。 

また平成２３年度には水道ビジョンの改訂を行い、事業期間の前期４年間（平成２０～２３年

度）を検証し、社会情勢や水道事業をとりまく環境の変化に柔軟に対応するため、後期計画（平

成２４～２７年度）を見直し、ビジョンの実効性を確保するものとしています。 

 

（１）拡張事業計画（第８次拡張変更事業） 

・ 事業概要 

拡張事業については、平成６年度から第８次拡張事業を推進してきました。しかし、近年水

需要の伸び悩みにより、計画給水量と乖離している状況にあることから、水需要の推計を行な

った結果、今後、給水人口は増加するものの需要水量は現在の計画一日最大給水量を大きく下

回ることとなりました。 

そこで、当初からの計画であった真野浄水場の建設を中止し、主要４浄水場の浄水処理能力

を段階的に拡張し、施設規模の均等化を図るよう変更を行います。 

また、遠方監視施設整備により、市内に点在する多数の加圧ポンプ場及び配水池のポンプ運

転状況や水位等の情報を監視することで、効率的、経済的な運転と災害時等の迅速な対応がで

きるように事業を進めています。 

さらに、配水池や配水管等の配水施設の整備を行い、災害に強い施設づくりや葛川地区の簡

易水道事業の上水道事業への統合、更に未普及地域の解消を図っていきます。 

 

・ 変更計画概要 

① 目 標 年 次       平成２７年度 

② 事 業 期 間       平成２０年度～平成２７年度 

③ 計画給水人口       ３５６，０００人 

④ 計画一日最大給水量     １８５，５００㎥／日 

⑤ 総 事 業 費       １０，４４０，２２９千円 

⑥ 主な事業内容及び進捗状況 

 （事業内容） （進捗状況） 

ア 浄水施設能力拡張整備事業 ： 膳所浄水場（48,800 ㎥/日）、真野浄水場（45,000

㎥/日）、新瀬田浄水場(37,500 ㎥/日)、柳が崎浄水

場(45,000 ㎥/日)の施設能力拡張完了 

イ 連絡幹線整備事業 ： φ600～800mm Ｌ＝3,313ｍ 

ウ 簡易水道統合整備事業 ： 途中、上龍華、伊香立簡易水道を上水道へ統合完了

エ 地区別送配水施設整備事業 ： 藤尾奥町配水池 Ｖ＝2,600 ㎥完成 

瀬田公園配水池 Ｖ＝5,500 ㎥完成 

オ 遠方監視視施設整備事業  
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・事業費及び財源  

事 業 費                               （単位：千円） 

事    業 

 

全体事業費 

（Ａ） 

過年度分 

（25 年度まで）

（Ｂ） 

 

26 年度 

（Ｃ） 

27 年度以降 

対応額 

（Ｄ） 

工    事    費 9,559,505 7,650,526 1,017,108 891,871

事    務    費 880,724 580,015 142,264 158,445

計 10,440,229 8,230,541 1,159,372 1,050,316

                                         

財   源                                  （単位：千円）       

事    業 

 

全体事業費 

（Ａ） 

過年度分 

（25 年度まで） 

 （Ｂ） 

 

26 年度 

（Ｃ） 

27 年度以降 

対応額 

（Ｄ） 

  起       債 7,890,500 6,454,500 887,000 549,000

工 事 負 担 金 103,221 87,964 15,257  0

国 庫 補 助 金 651,436  426,904  150,790 73,742

一  般  会  計 412,434 265,590 27,812  119,032

自  己  資  金 1,382,639 995,583 78,513 308,542

計  10,440,229  8,230,541 1,159,372 1,050,316

※事業費、財源とも （A)＝（B)＋（C)＋（D) 
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（２）改良事業計画 

・ 事業概要 

  改良事業については、これまで進めてきた老朽鋳鉄管等の布設替事業を更に推進するとともに 

各浄水場においては機械、計装類の老朽化等に伴い更新を計画的に行います。 

また、耐震診断結果に基づき膳所浄水場の浄水施設等の耐震事業も進めます。さらに、危機管 

理対策として、異物などの投入を防ぐ覆蓋化を浄水場の沈殿池やろ過池で行うとともに、外部か

らの侵入者を発見・防止するため、監視カメラやセンサー等を敷地境界に設置します。 

また、鉛給水管更新事業では、給水管から鉛が溶出することによる住民不安を解消するととも

に、漏水を減少させ有収率の向上を図ります。 

 

・ 計画概要 

① 目 標 年 次       平成２７年度 

② 事 業 期 間       平成２０年度～平成２７年度 

③ 総 事 業 費       １９，２６８，４０９千円 

④ 主な事業内容及び進捗状況    

 （事業内容） （進捗状況） 

ア 浄水施設機械電気設備更新整備事業  

イ 浄水施設耐震化整備事業  

ウ 老朽鋳鉄管布設替事業 ： 老朽鋳鉄管総延長 （当初） 46,830ｍ

平成２６年度末布設替済延長 43,152ｍ 

（進捗率 92.15％）

エ 配水ブロック化整備事業  

オ 配水施設耐震化事業 ： 平成２６年度末配水管耐震化率 26.1％

カ 危機管理対策施設整備事業  

キ 鉛給水管更新事業 ： 平成２４年度  1,598 戸 

  平成２５年度  1,352 戸 

  平成２６年度    960 戸  
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Ⅵ 経 理 状 況 
【地方公営企業会計基準の見直しについて】 

地方公営企業会計基準が、４６年ぶりに大幅に改正され、平成２６年度から適用されました。 
今回の改正は、「企業会計基準の見直しの進展」、「地方独法の会計制度の導入及び地方公会計改革の

推進」、「地方分権改革の推進」、「公営企業の抜本改革の推進」の諸状況を踏まえ、地方公営企業会計

基準について、企業会計基準との整合性を図る観点等から、昭和４１年以来の全面的な見直しが行わ

れたものです。 
具体的な見直し項目は、次の１１項目です。 

1) 借入資本金の表示区分の変更 
2) 補助金等により取得した資産の償却制度の変更 
3) 引当金の計上義務付け 
4) 繰延勘定の原則廃止 
5) たな卸資産への低価法の適用 
6) リース会計の導入 
7) 減損会計の導入 
8) セグメント情報の開示 
9) キャッシュ・フロー計算書の作成 
10) 勘定科目の見直し 
11) 組入資本金制度の廃止 

当該見直しに伴い、次のように財務諸表の見え方が従来と大きく変わりますが、資金残高など実質

的な経営状況が変わるわけではありません。 
 
 
 

(総務省ホームページより抜粋) 
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１.料金及び原価
（１）料 金 収 入

（単位：円・％）

区　　　　分 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度

前年度未収額 461,747,246 450,949,027 436,575,287 419,366,023 446,205,814

本年度調定額 6,117,658,198 5,940,749,774 5,818,954,762 5,719,164,800 5,708,027,806

本年度収入額 6,124,903,132 5,951,848,927 5,833,386,928 5,690,568,291 5,700,040,378

本年度未収額 450,949,027 436,575,287 419,366,023 446,205,814 451,743,335

収　入　率 93.09 93.12 93.25 92.70 92.62

　※未収金は主に３月調定分であり、４月中にその大部分が収入されるものである。
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（２） 料 金 変 遷 

 

料金改定年月日 昭和 56 年 4 月 1 日 昭和 57 年 4 月 1 日 

用途別 基本水量 
メーター

口径 
基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 

一 

般 

用 

10 ㎥まで 

13 ㎜ 
435 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

64 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

78 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

91 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

105 円

200 ㎥を超えるもの 

118 円

540 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

80 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

98 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

116 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

134 円

200 ㎥を超えるもの 

152 円

20 ㎜ 

25 ㎜ 585 円 730 円

40 ㎜ 705 円 900 円

50 ㎜ 1,635 円 2,090 円

75 ㎜ 1,785 円 2,280 円

100 ㎜ 2,235 円 2,850 円

150 ㎜ 4,485 円 5,720 円

200 ㎜ 7,185 円 9,190 円

250 ㎜ 

以上 
10,485 円 13,400 円

公衆 

浴場用 

100 ㎥ 

まで 
 3,770 円 43 円 4,150 円   50 円

 

料金改定年月日 平成 6 年 5 月 1 日 平成 19 年 8 月 1 日  ※税込 

用途別 基本水量 
メーター

口径 
基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 

一 

般 

用 

10 ㎥まで 

13 ㎜ 
670 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

102 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

125 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

148 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

171 円

200 ㎥を超えるもの 

194 円

703.50 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

107.10 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

131.25 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

155.40 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

179.55 円

200 ㎥を超えるもの  

203.70 円

20 ㎜ 

25 ㎜ 900 円 945.00 円

40 ㎜ 1,110 円 1,165.50 円

50 ㎜ 2,590 円 2,719.50 円

75 ㎜ 2,830 円 2,971.50 円

100 ㎜ 3,540 円 3,717.00 円

150 ㎜ 7,110 円 7,465.00 円

200 ㎜ 11,420 円 11,991.00 円

250 ㎜ 

以上 
16,660 円 17,493.00 円

公衆 

浴場用 

100 ㎥ 

まで 
 5,200 円 60 円 5,460.00 円 63.00 円

 

※1．簡易水道については、公衆浴場用は適用しない。 

※2．平成元年 4 月から、消費税相当額（3%）を加算する。 

※3．平成 9 年 4 月から、消費税等相当額（5%）を加算する。 

※4．平成 18 年 3 月 20 日から志賀町との合併に伴い、同町給水区域について、同町での料金を継続して適用する。 

※5．平成 19 年 4 月から旧志賀町給水区域の料金を大津市料金に統一する。 

※6．平成 19 年 8 月から消費税の総額表示（内税化）を実施する。 
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料金改定年月日 平成 21 年 4 月 1 日  ※税込 平成 26 年 4 月 1 日  ※税込 

用途別 基本水量 
メーター

口径 
基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 基本料金 超過料金（1 ㎥につき） 

一 

般 

用 

10 ㎥まで 

13 ㎜ 
882 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

130.20 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

160.65 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

191.10 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

221.55 円

200 ㎥を超えるもの  

252.00 円

907.20 円 10 ㎥を超え 30 ㎥まで 

133.92 円

30 ㎥を超え 50 ㎥まで 

165.24 円

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 

196.56 円

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 

227.88 円

200 ㎥を超えるもの  

259.20 円

20 ㎜ 

25 ㎜ 1,176 円 1,209.60 円

40 ㎜ 1,449 円 1,490.40 円

50 ㎜ 3,402 円 3,499.20 円

75 ㎜ 3,717 円 3,823.20 円

100 ㎜ 4,662 円 4,795.20 円

150 ㎜ 9,345 円 9,612.00 円

200 ㎜ 15,015 円 15,444.00 円

250 ㎜ 

以上 
21,945 円 22,572.00 円

公衆 

浴場用 

100 ㎥ 

まで 
 5,880 円 63.00 円 6,048.00 円 64.80 円

 

※7．平成 26 年 4 月から、消費税率及び地方消費税率が 5％から 8％へ改正される。 
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　（３）原 価 計 算
（単位：円）

年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度(☆)

項目
有収水量(㎥) 41,547,655 40,672,921 40,147,586 39,690,193 38,892,214

浄水費 959,291,908 932,533,320 918,180,053 954,713,214 976,354,292

配水費 372,717,504 419,321,532 424,837,412 399,123,085 435,430,838

漏水対策費 98,334,796 98,510,539 107,906,968 104,079,581 65,253,102

給水費 320,858,802 374,872,526 365,475,532 353,197,349 383,796,212

業務費 334,283,300 346,382,337 343,639,538 247,225,809 266,480,090

総係費 389,233,109 402,530,087 393,601,867 386,390,893 270,067,710

減価償却費 2,199,308,859 2,309,492,244 2,431,502,941 2,471,315,379 2,509,481,449

資産減耗費 161,598,618 272,244,923 281,299,731 191,813,705 354,580,235

小　　　計 4,835,626,896 5,155,887,508 5,266,444,042 5,107,859,015 5,261,443,928

維持管理費 41,506,227 19,500,629 18,450,655 17,734,941 17,381,909

減価償却費 31,116,349 18,808,978 17,103,346 16,642,213 16,570,061

資産減耗費 2,780,712 555,868 31,537 936,284 19,616,376

小　　　計 75,403,288 38,865,475 35,585,538 35,313,438 53,568,346

515,014,773 504,675,262 489,298,987 457,724,605 454,786,919

6,001,000 1,895,250 0 0 0

8,317,599 8,846,310 4,742,386 1,897,030 16,100,979

529,333,372 515,416,822 494,041,373 459,621,635 470,887,898

5,440,363,556 5,710,169,805 5,796,070,953 5,602,794,088 5,785,900,172

130.94 140.39 144.37 141.16 148.77

5,826,805,488 5,658,321,584 5,542,329,031 5,447,292,307 5,309,698,189

140.24 139.12 138.05 137.25 136.52

営
業
費
用

支払利息及び企
業債取扱諸費

上
水
道
事
業
費
用

簡
易
水
道
事
業
費
用

供給単価（円/㎥）

給水原価（円/㎥）

繰延勘定償却

雑支出

小　　計

（注）受託工事費用、営業外費用（不用品売却原価）及び特別損失を除く。消費税は除く。

（☆）26年度から新会計基準を適用している。

営
業
外
費
用

給水収益

経常費用計

給水原価と供給単価

100

110

120

130

140

150

22 23 24 25 26
(年度)

(円/㎥)
給水原価

供給単価
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